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(57)【要約】
【課題】加工対象物に対して切削加工範囲をより正確に
実現できる、切削工具の接触判定方法等を提供する。
【解決手段】切削工具１１の接触判定方法は、加工対象
物３０の振動を表す信号を周波数フィルタ１５に入力す
るステップと、周波数フィルタ１５の出力が所定の判定
基準を満たす場合に接触したと判定するステップとを備
える。切削加工範囲決定方法は、さらに、接触したと判
定された位置を基準として、切削工具１１の作用範囲を
決定するステップを備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工対象物の振動を表す信号を周波数フィルタに入力するステップと、
　前記周波数フィルタの出力が所定の判定基準を満たす場合に、切削工具が加工対象物に
接触したと判定するステップと
を備える、切削工具の接触判定方法。
【請求項２】
　前記周波数フィルタは、バンドパスフィルタ、ハイパスフィルタまたはローパスフィル
タであり、
　前記判定基準は、
　‐加工対象物の振動に係る加速度が所定値を超えること、
　‐振幅が所定値を超えること、または
　‐振動センサにより振動が検出されること、
のうち少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法を実行するステップと、
　切削工具が加工対象物に接触したと判定された位置を基準として、切削工具の作用範囲
を決定するステップと
を備える、切削加工範囲決定方法。
【請求項４】
　切削工具と、
　加工対象物の振動をフィルタリングする周波数フィルタと、
　前記周波数フィルタの出力が所定の判定基準を満たす場合に、切削工具が加工対象物に
接触したと判定する、制御装置と
を備える、切削加工装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、切削工具の接触判定方法、切削加工範囲決定方法および切削加工装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　材料に対して切削加工を施す切削加工装置として、切削工具を備えたものが周知である
。このような切削加工装置は、特許文献１に記載される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１１７７０１号公報
【０００４】
　切削加工を自動化する際には、加工対象物に対する切削加工範囲の設定が重要である。
従来、切削加工範囲を設定するには、切削工具の基準位置（たとえば、加工物に接触する
と想定される位置）を接触センサ等で予め計測して装置に設定しておき、その基準位置を
起点として所定範囲内を切削加工範囲とするという手法が採用されていた。
【０００５】
　図８に、このような従来技術を用いた切削加工動作の例を示す。この図は、長さ２０ｍ
ｍの切削工具１１１（ドリル刃等）を用いて、加工対象物１３０に切削加工を施す動作を
表す。この例では、基準位置Ｐと加工対象物１３０とが３０ｍｍだけ隔てられている。
【０００６】
　この例は、切削工具１１１による切削加工範囲が、「基準位置Ｐを起点としてそこから
１５ｍｍの範囲」と設定されている場合を示す。図８（ａ）に示すように、切削工具１１
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１が固定された動作開始位置にある時には、切削工具１１１と加工対象物１３０とは接触
しない。次に、切削工具１１１が切削動作を開始し、加工対象物１３０に向かって移動す
ると、図８（ｂ）に示すように、切削工具１１１が基準位置Ｐから１０ｍｍだけ移動した
時点で加工対象物１３０と接触する。この時点で加工対象物１３０に対して切削作用が発
生し、さらに図８（ｃ）に示すように切削工具１１１が基準位置Ｐから１５ｍｍだけ移動
するまで継続する。この結果、図８（ｃ）に示すように、加工対象物１３０に対して５ｍ
ｍだけ切削加工が施される。この時点で切削工具１１１による切削動作は終了する。
【０００７】
　しかしながら、実際の切削作用範囲が、固定された基準位置によらず変動する場合があ
り、これが誤差の原因となる場合があった。
【０００８】
　図９に、このような誤差が発生する原因の一例を示す。図９は、切削工具１１１の摩耗
や切削工具取り付け時の位置ズレで誤差が発生する例である。この例では、図９（ａ）に
示すように、切削工具１１１が３ｍｍ摩耗して長さが１７ｍｍとなっている。このため、
図９（ｂ）に示すように、切削工具１１１が基準位置Ｐから１０ｍｍ移動した時点では加
工対象物１３０に接触せず、切削作用の発生がより遅くなる。この結果、図９（ｃ）に示
すように、切削工具１１１が基準位置Ｐから１５ｍｍだけ移動した時点でも、加工対象物
１３０に対しては２ｍｍしか切削加工を施すことができない。このように、加工深さに－
３ｍｍの誤差が発生する（すなわち加工深さが３ｍｍだけ浅くなる）。
【０００９】
　図１０に、このような誤差が発生する原因の別の例を示す。図１０は、加工対象物１３
０の配置の変化によって誤差が発生する例である。この例では、図１０（ａ）に示すよう
に、加工対象物１３０の配置精度が悪く、基準位置Ｐから３２ｍｍ離れた位置に配置され
ている。このため、図１０（ｂ）に示すように、切削工具１１１が基準位置Ｐから１０ｍ
ｍ移動した時点では切削工具１１１は加工対象物１３０に接触せず、切削作用の発生がよ
り遅くなる。この結果、図１０（ｃ）に示すように、切削工具１１１が基準位置Ｐから１
５ｍｍだけ移動した時点でも、加工対象物１３０に対しては３ｍｍしか切削加工を施すこ
とができない。
【００１０】
　なお、図１０の例では加工対象物１３０は基準位置Ｐから３２ｍｍ離れた位置に配置さ
れており、これは正確な値３０ｍｍよりも２ｍｍだけ離れた位置のため、加工深さに－２
ｍｍの誤差が発生する（すなわち加工深さが２ｍｍだけ浅くなる）。仮に加工対象物１３
０が基準位置Ｐから３１ｍｍ離れた位置に配置されていれば、加工深さに－１ｍｍの誤差
が発生することになり、仮に加工対象物１３０が基準位置Ｐから２８ｍｍ離れた位置に配
置されていれば、加工深さに＋２ｍｍの誤差が発生することになる。
【００１１】
　図１１に、このような誤差が発生する原因のさらに別の例を示す。図１１は、加工対象
物の寸法の変化によって誤差が発生する例である。図１１（ａ）に示す加工対象物１３０
ａは標準の寸法であり、正確な加工深さを実現できる。しかしながら、図１１（ｂ）に示
す加工対象物１３０ｂは標準より１ｍｍだけ小さい寸法であり、このため加工深さが１ｍ
ｍだけ浅くなる。また、図１１（ｃ）に示す加工対象物１３０ｃは標準より２ｍｍだけ大
きい寸法であり、このため加工深さが２ｍｍだけ深くなる。
【００１２】
　このような、工具長のバラつき誤差、加工物寸法バラつき誤差、加工物基準配置バラつ
き誤差に対して、切削精度を安定させるために、工具先端が加工対象物に接触したことを
検知し、接触した位置を基準として加工範囲を決定することが考えられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、従来の方法では、加工対象物と工具先端との接触を正確に検知できない



(4) JP 2017-209767 A 2017.11.30

10

20

30

40

50

という問題があった。
【００１４】
　たとえば、切削工具の動作に伴って発生する切削加工装置自身の振動が、相対的に加工
対象物の振動として検出されてしまい、工具が接触したと誤って判定されてしまう場合が
ある。また、切削加工装置以外の装置等によって発生する外乱振動が、加工対象物の振動
として検出されてしまい、工具が接触したと誤って判定されてしまう場合もある。
【００１５】
　この発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、加工対象物と工具
先端との接触を正確に検知できる技術を提供することを目的とする。
【００１６】
　たとえば、工具長が消耗や工具取り付け時の位置ズレによる誤差、加工物寸法バラつき
誤差、加工物基準配置バラつき誤差に対して、切削精度を常に安定させる工具先端の振動
接触検知運用において、更に外乱振動による誤検知誤差を解決することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上述の問題点を解決するため、この発明に係る、切削工具の接触判定方法は、
　加工対象物の振動を表す信号を周波数フィルタに入力するステップと、
　前記周波数フィルタの出力が所定の判定基準を満たす場合に、切削工具が加工対象物に
接触したと判定するステップと
を備える。
　特定の実施態様では、
　前記周波数フィルタは、バンドパスフィルタ、ハイパスフィルタまたはローパスフィル
タであり、
　前記判定基準は、
　‐加工対象物の振動に係る加速度が所定値を超えること、
　‐振幅が所定値を超えること、または
　‐振動センサにより振動が検出されること、
のうち少なくとも１つを含む。
　また、この発明に係る切削加工範囲決定方法は、
　上述の方法を実行するステップと、
　切削工具が加工対象物に接触したと判定された位置を基準として、切削工具の作用範囲
を決定するステップと
を備える。
　また、この発明に係る切削加工装置は、
　切削工具と、
　加工対象物の振動をフィルタリングする周波数フィルタと、
　前記周波数フィルタの出力が所定の判定基準を満たす場合に、切削工具が加工対象物に
接触したと判定する、制御装置と
を備える。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明によれば、加工対象物の振動のうち特定の周波数成分に基づいて接触判定を行
うので、切削工具が加工対象物に実際に接触したことを検出でき、切削加工範囲をより正
確に実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態１に係る切削加工装置の構成の例を示す図である。
【図２】図１の切削加工装置に加工対象物が配置された状態を示す図である。
【図３】切削動作の開始時点の状態を示す図である。
【図４】切削工具が基準位置から５ｍｍだけ移動した時点の状態を示す図である。
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【図５】切削工具が基準位置から１０ｍｍだけ移動した時点の状態を示す図である。
【図６】切削工具が基準位置から１３ｍｍだけ移動した時点の状態を示す図である。
【図７】切削工具による切削動作が終了する時点の状態を示す図である。
【図８】従来技術を用いた切削加工動作の例を示す図である。
【図９】従来技術において、誤差が発生する原因の一例を示す図である。
【図１０】従来技術において、誤差が発生する原因の別の例を示す図である。
【図１１】従来技術において、誤差が発生する原因のさらに別の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、この発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
実施の形態１．
　図１に、本発明に係る切削加工装置１０の構成を示す。切削加工装置１０は、切削工具
１１と、駆動機構１２と、固定位置決め機構１３と、振動検出装置１４と、周波数フィル
タ１５と、制御装置２０とを備える。以下に説明するように、切削加工装置１０は、本発
明に係る方法を用いて加工対象物を切削する。
【００２１】
　切削工具１１は、切削動作を行うことにより、加工対象物に対して物理的な切削作用を
及ぼす工具である。切削動作は、切削工具１１の回転または回動であってもよく、直線運
動であってもよく、その他の運動であってもよく、これらを組み合わせたものであっても
よい。また、切削動作は、加工対象物の回転または回動であってもよく、直線運動であっ
てもよく、その他の運動であってもよく、これらを組み合わせたものであってもよい。切
削工具１１の形状は、図１では細長い矩形として示しているが、この形状は厳密なもので
はなく、また細長い形状である必要はない。切削工具１１は、たとえば、エンドミル、ド
リル刃、砥石、カッター、リーマ、タップ、バイト、等として実現することができる。
【００２２】
　駆動機構１２は、切削工具１１を運動させることにより、加工対象物に切削作用を発生
させる。たとえば切削工具１１が回転運動するものである場合には、駆動機構１２はモー
タを備えてもよい。また、駆動機構１２は、加工対象物に対して切削工具１１を移動させ
ることにより、特定の切削加工範囲において切削作用を発生させる。たとえば、切削工具
１１がドリル刃である場合には、駆動機構１２は切削工具１１を回転軸方向に移動させ、
加工対象物に対して所定の深さだけ陥入させることにより、その深さだけ切削作用を発生
させる。この結果として、加工対象物には所定の深さの切削機械加工が形成される。
【００２３】
　固定位置決め機構１３は、加工対象物を固定して位置決めする。固定位置決め機構１３
は、加工対象物を固定できる構造であればどのようなものであってもよいが、たとえばチ
ャック機構として実現することができる。また、固定位置決め機構１３に代えて、加工対
象物を位置決めまたは固定するための任意の機構を用いることができる。さらに、固定位
置決め機構１３に代えて、加工対象物を回転、回動、直線運動等させるための任意の機構
を用いることもできる。なお、加工対象物を位置決めまたは固定する方式は、把持による
方式としてもよいし、押し当てによる方式としてもよいし、その他の方式としてもよい。
【００２４】
　振動検出装置１４は、固定位置決め機構１３に取り付けられ、加工対象物の振動を検出
する。図１の例では、加工対象物から固定位置決め機構１３を介して伝達される振動を検
出するが、加工対象物から直接的に（たとえば加工対象物に直接的に接触して配置される
ことにより）振動を検出するものであってもよい。たとえば固定位置決め機構１３が加工
対象物を固定するためのピン等を備える場合には、振動検出装置１４はそのピン等に接触
して配置されてもよい。振動検出装置１４は、たとえば位置変位または圧力変位を電気変
位信号に変換するセンサとして実現することができる。
【００２５】
　周波数フィルタ１５は、振動検出装置１４に接続され、振動検出装置１４から伝達され
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る振動（または振動を表す信号）をフィルタリングする。たとえば、振動を表す信号を電
気信号として受け取り、これをフィルタリングして、特定の周波数成分を遮断し、または
特定の周波数成分のみを透過させる。周波数フィルタ１５は、たとえばバンドパスフィル
タとして構成することができる。具体的には、５ＫＨｚ周辺（たとえば４ＫＨｚ以上６Ｋ
Ｈｚ以下の周波数帯）の周波数成分を透過させるバンドパスフィルタを用いることができ
る。
【００２６】
　制御装置２０は、切削加工装置１０全体の動作を制御する。たとえば、図示のように、
制御装置２０は駆動機構１２に電気的に接続され、駆動機構１２の動作を制御することに
より切削工具１１の動作を制御し、結果として加工対象物に対する切削作用範囲を制御す
る。また、制御装置２０は周波数フィルタ１５に電気的に接続され、周波数フィルタ１５
から出力される信号を受信する。とくに、制御装置２０は、後述するように、周波数フィ
ルタ１５からの信号に基づき、切削工具１１が加工対象物に接触したか否かを判定する。
【００２７】
　図２に、切削加工装置１０に加工対象物３０（ワーク等とも呼ばれるもの）が配置され
た状態を示す。加工対象物３０は固定位置決め機構１３に固定され位置決めされる。加工
対象物３０は、たとえば金属からなるものであるが、切削工具１１との接触により振動が
発生する加工対象材料を含むものであればどのような形状または材質のものであってもよ
い。
【００２８】
　図３～図７を用いて、本発明に係る切削加工装置１０による切削動作の例を説明する。
この例では、加工対象物３０を固定しておき切削工具１１を駆動する構成を用いて説明す
るが、切削工具を固定しておき加工対象物を駆動する構成としてもよい。また、この例で
は、製造時に２０ｍｍの長さを有していた切削工具１１が、使用に伴って１７ｍｍの長さ
にまで摩耗もしくは切削工具取り付け時に位置ズレしている状態を考える。
【００２９】
　図３は、切削動作の開始時点の状態を示す。切削加工装置１０は、制御装置２０の制御
によって、図３（ａ）に示すように切削工具１１を所定の切削動作開始初期位置（基準位
置Ｐ）に配置させ、そこで切削動作を開始させる。基準位置Ｐは、切削加工装置１０に電
源が投入された際の切削工具１１の初期位置であってもよい。
【００３０】
　本実施形態では、切削工具１１の位置は、図３（ａ）に示すように駆動機構１２側端の
位置として表されるが、切削工具１１に対して固定された位置であれば任意の位置として
表すことができる。
【００３１】
　たとえば切削工具１１がドリル刃である場合には、制御装置２０は、基準位置Ｐにおい
て切削工具１１の回転動作を開始させる。この例では、基準位置Ｐは加工対象物３０から
３０ｍｍだけ隔てられている。
【００３２】
　切削加工装置１０は、加工対象物３０の振動を表す信号を、周波数フィルタ１５に入力
させる。加工対象物３０の振動を表す信号は、たとえば図３（ｂ）に示すスペクトルを有
するものとする。図３（ｂ）の横軸は周波数を表し、縦軸は振動の大きさを表す。振動の
大きさは、図３（ｂ）の例では加工対象物３０の振動に係る加速度によって表されるが、
別例として加工対象物３０の振動の振幅によって表されてもよい。
【００３３】
　この振動は、たとえば切削工具１１の動作に伴って発生する切削加工装置１０自身の振
動や、駆動機構１２自身の振動が、相対的に加工対象物３０の振動として検出されるもの
を含んでいる。また、この振動は、外乱振動を含む場合がある。外乱振動とは、たとえば
、切削加工装置１０以外の装置等によって発生する振動を意味する。これらの要因のため
、切削工具１１と加工対象物３０とが接触していなくても、図３（ｂ）に示すような加工
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対象物３０の振動が検出される場合がある。
【００３４】
　なお、この例では、加工対象物３０の振動の大きさは、周波数ｆ１においてピークを示
し、その前後にわたる周波数帯で所定の閾値ＴＨを超えている。この閾値ＴＨは、予め制
御装置２０が記憶する所定値であってもよい。
【００３５】
　周波数フィルタ１５は、入力された信号（たとえば図３（ｂ）に示す信号）をフィルタ
リングし、結果を出力する。出力信号はたとえば図３（ｃ）に示すスペクトルを有する。
図３（ｃ）の縦軸および横軸は図３（ｂ）と同様である。
【００３６】
　この例では周波数フィルタ１５はバンドパスフィルタであり、所定の周波数帯域Ｂに含
まれる周波数成分を透過させ、他の周波数帯域の周波数成分を遮断または減衰させる。こ
こで、周波数帯域Ｂは任意に設計可能であるが、たとえば、切削工具１１と加工対象物３
０とが接触することによって加工対象物３０に発生する特徴的な振動の周波数を含む帯域
とすることができる。この例では、周波数ｆ１前後の成分が遮断され、閾値ＴＨを超える
成分が存在しなくなっている。
【００３７】
　制御装置２０は、周波数フィルタ１５の出力に基づき、切削工具１１と加工対象物３０
とが接触したか否かを判定する。たとえば制御装置２０は、周波数フィルタ１５の出力が
所定の判定基準を満たす場合に、切削工具１１が加工対象物３０に接触したと判定する。
判定基準は、たとえば、周波数フィルタ１５の出力において、加工対象物３０の振動に係
る加速度が閾値ＴＨを超えることである。より厳密には、加工対象物３０の振動に含まれ
る周波数成分のうち、加速度が閾値ＴＨを超えるものが存在することである。このように
、本発明の一態様は、切削工具１１の接触判定方法を含むということができる。
【００３８】
　図３（ｃ）の例では、周波数フィルタ１５の出力信号において加速度が閾値ＴＨを超え
ていない（より厳密には、加速度が閾値ＴＨを超える周波数成分が存在しない）ので、制
御装置２０は切削工具１１が加工対象物３０に接触していないと判定する。この場合には
、制御装置２０は切削工具１１を加工対象物３０に近づける。たとえば切削工具１１がド
リル刃である場合には、回転軸方向の特定の向きに移動させる。
【００３９】
　図４は、切削工具１１が基準位置Ｐから５ｍｍだけ移動した時点の状態を示す。図４（
ａ）は切削工具１１の位置を示す。この位置では、切削工具１１はまだ加工対象物３０に
は接触しないが、駆動機構１２の動作に伴う振動が発生する。この振動により加工対象物
３０に新たな振動が加わり、この新たな振動が振動検出装置１４により検出される。
【００４０】
　この新たな振動を含む加工対象物３０の振動を表す信号は、たとえば図４（ｂ）に示す
スペクトルを有するものとする。図４（ｂ）では、周波数ｆ１におけるピークに加え、駆
動機構１２の動作に伴って新たに周波数ｆ２におけるピークが現れている。
【００４１】
　加工対象物３０の振動の大きさは、周波数ｆ１の前後にわたる周波数帯と、周波数ｆ２
の前後にわたる周波数帯とで所定の閾値ＴＨを超える（これらの周波数帯は、互いに分離
されている可能性もあるし、一部または全体が重複する可能性もあるし、一方が他方に含
まれる場合もある）。しかしながら、周波数フィルタ１５の出力信号において加速度が閾
値ＴＨを超えていないので、制御装置２０は切削工具１１が加工対象物３０に接触してい
ないと判定し、切削工具１１を加工対象物３０にさらに近づける。
【００４２】
　図５は、切削工具１１が基準位置Ｐから１０ｍｍだけ移動した時点の状態を示す。図５
（ａ）は切削工具１１の位置を示す。この位置は、製造直後の切削工具１１（長さ２０ｍ
ｍ）であれば加工対象物３０に接触するはずの位置であるが、上述のように切削工具１１
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は摩耗により短くなっており、この位置では加工対象物３０に接触しない。このため、図
５（ｂ）および図５（ｃ）に示すように、加工対象物３０の振動を表す信号および周波数
フィルタ１５の出力信号に実質的な変化はない。
【００４３】
　図５（ｃ）の例では、周波数フィルタ１５の出力信号において加速度が閾値ＴＨを超え
ていないので、制御装置２０は切削工具１１が加工対象物３０に接触していないと判定す
る。この場合には、制御装置２０は切削工具１１を加工対象物３０にさらに近づける。
【００４４】
　図６は、切削工具１１が基準位置Ｐから１３ｍｍだけ移動した時点の状態を示す。図６
（ａ）は切削工具１１の位置を示す。この時点で切削工具１１は加工対象物３０に接触す
る。この接触により加工対象物３０に新たな振動が加わり、この新たな振動が振動検出装
置１４により検出される。
【００４５】
　この新たな振動を含む加工対象物３０の振動を表す信号は、たとえば図６（ｂ）に示す
スペクトルを有するものとする。図４（ｂ）に示す周波数ｆ１およびｆ２における各ピー
クに加え、新たに周波数ｆ３におけるピークが現れている。加工対象物３０の振動の大き
さは、周波数ｆ３の前後にわたる周波数帯で所定の閾値ＴＨを超える。
【００４６】
　この周波数ｆ３は、周波数帯域Ｂに含まれるものとする。この場合、図６（ｃ）に示す
ように、周波数フィルタ１５の出力信号において、加速度が閾値ＴＨを超える周波数成分
が存在する。この場合には、周波数フィルタ１５の出力が判定基準を満たしている（すな
わち加工対象物３０の振動に係る加速度が所定値を超えている）ので、制御装置２０は切
削工具１１が加工対象物３０に接触したと判定する。
【００４７】
　このように、周波数フィルタ１５の作用により、加工対象物３０の振動を表す振動のう
ち、外乱や切削工具１１による振動（たとえば周波数ｆ１においてピークを持つ成分）お
よび駆動機構１２による振動（たとえば周波数ｆ２においてピークを持つ成分）と、切削
工具１１が接触したことによる振動（周波数ｆ３においてピークを持つ成分）とが分離さ
れるので、切削工具１１が接触したことによる振動を適切に検出して判定することが可能
となっている。
【００４８】
　制御装置２０は、切削工具１１が加工対象物３０に接触したと判定すると、そのように
判定された位置を基準位置として、切削工具１１の作用範囲を決定する。作用範囲は、た
とえば、基準位置から切削が進む方向に所定距離の範囲として決定することができる。具
体的には、５ｍｍの深さだけ切削することが要求されている場合には、基準位置から軸方
向に５ｍｍだけ送り加工するまでの範囲が切削工具１１の作用範囲となる。また、実際の
接触時刻と、通信時間を経た接触検知時刻との差分（本実施形態では、振動検出装置１４
から周波数フィルタ１５を経由し、制御装置２０までの通信時間）に関しては、適切にオ
フセット値を設定すれば、さらに精度を向上させられる場合もある。このように、本発明
の一態様は、切削工具１１の切削加工範囲決定方法を含むということができる。
【００４９】
　作用範囲を決定した後、制御装置２０は、その作用範囲において切削工具１１を作用さ
せ、これによって加工対象物３０に対する切削加工を実現する。このように、本発明の一
態様は、切削工具１１による切削方法を含むということができる。
【００５０】
　図７は、切削工具１１による切削動作が終了する時点の状態を示す。この例では、切削
工具１１は基準位置Ｐから１８ｍｍだけ移動しており、加工対象物３０には５ｍｍの深さ
の切削機械加工が形成されている。制御装置２０はこの時点で切削工具１１の切削動作を
終了させる。
【００５１】
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　なお、作用範囲は、図７の例では特定方向の長さ範囲として定義されるが、面積または
体積を持つ範囲として定義されてもよい。また、作用範囲は、図７の例では切削工具１１
の直線的運動のみによって定義されるが、これに代えて、またはこれに加えて、切削工具
１１または他の切削工具の回転またはその他の運動によって定義されるものであってもよ
い。さらに、作用範囲は、加工対象物３０の直線的運動、回転、またはその他の運動によ
って定義されるものであってもよい。
【００５２】
　以上説明するように、本発明の実施の形態１に係る切削加工装置１０によれば、加工対
象物３０の振動のうち、周波数帯域Ｂに含まれる周波数成分に基づいて接触判定を行うの
で、切削工具１１が加工対象物３０に実際に接触したことを検出でき、切削加工範囲をよ
り正確に実現することができる。
【００５３】
　たとえば、図３～図７において説明したように切削工具１１の長さが変動しても、正確
な接触判定が可能である。また、加工対象物３０のサイズが変動した場合や、加工対象物
３０の位置が変動した場合であっても、同様に正確な接触判定が可能である。
【００５４】
　とくに、周波数フィルタ１５を作用させることにより外乱を除去できるので、誤検出を
抑制して正確な接触判定を行うことができる。
【００５５】
　なお、切削工具１１が加工対象物３０に接触したことを検出する方法として、電気的導
通に基づく方法も可能であるが、この方法には様々な技術的困難が存在する。たとえば、
切削工具１１と加工対象物３０とが電気的に導通したことにより接触したと判定すること
ができるが、この場合には、潤滑油や、切削により発生する金属粉等による誤検出のおそ
れがある。また、切削加工装置１０の絶縁構造やアース構造等の要請により、切削工具１
１と加工対象物３０との電気的導通を直接測定できない場合もある。本発明に係る方法に
よれば、このような困難を回避し、より広汎な構成において、より正確に接触を判定する
ことができる。
【００５６】
　周波数フィルタ１５の透過帯域である周波数帯域Ｂは、上述のように、切削工具１１と
加工対象物３０とが接触することによって加工対象物３０に発生する特徴的な振動の周波
数を含む帯域である。この周波数帯域Ｂは、実施の形態１での例に限定されず、たとえば
当業者が適宜決定可能なものであってもよい。
【００５７】
　たとえば、切削工具１１と加工対象物３０とを実験的に接触させてその振動を測定し、
特徴的な成分が現れる周波数帯域を特定し、その周波数帯域を透過させる周波数フィルタ
を用いることができる。または、切削加工装置１０の実際の動作環境において、切削工具
１１と加工対象物３０とが接触するまでの振動すなわち外乱を測定し、その外乱を遮断す
る周波数フィルタを用いることができる。
【００５８】
　なお、周波数フィルタ１５は、実施の形態１ではバンドパスフィルタであるが、他のフ
ィルタであってもよい。たとえばハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、等であってもよ
い。
【００５９】
　上述の実施の形態１では、切削工具１１と加工対象物３０との接触判定基準は、加工対
象物３０の振動に係る加速度に係るものであるが、他の基準を用いてもよい。たとえば、
制御装置２０は、周波数フィルタ１５の出力の振幅（より厳密には、たとえば周波数成分
のうち最大の振幅を持つもの）が所定値を超えた場合に、切削工具１１が加工対象物３０
に接触したと判定してもよい。
【００６０】
　または、制御装置２０は公知の振動センサを備えてもよく、その振動センサに周波数フ



(10) JP 2017-209767 A 2017.11.30

10

ィルタ１５からの出力信号が入力されるよう構成されてもよい。その場合には、振動セン
サにより振動が検出された場合に、切削工具１１が加工対象物３０に接触したと判定して
もよい。このようにすると、市販の振動センサを用いて本発明の方法および装置を実施す
ることが可能となる。
【００６１】
　また、判定基準として、複数の基準を組み合わせてもよい。たとえば、判定基準は、
　‐加工対象物の振動に係る加速度が所定値を超えること、
　‐振幅が所定値を超えること、および
　‐振動センサにより振動が検出されること、
のいずれか１つが満たされることとしてもよいし、これらのうち任意の複数が同時に満た
されることとしてもよい。
【符号の説明】
【００６２】
　１０　切削加工装置、１１　切削工具、１５　周波数フィルタ、２０　制御装置、３０
　加工対象物、ＴＨ　閾値（所定値）。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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